
宍粟市では、妊婦の方がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えられるよう妊婦健康診査に係る費用の一部を助成しています。
１．医療機関で妊婦健康診査を受け、受診料を支払います。２．医療機関が発行する領収書を必必必必ずずずず受領受領受領受領しししし、、、、保管保管保管保管します。３．申請書兼振込依頼書に必要事項を記入します。　※対象となる金額は妊婦健診に要した費用（自費診療分）です。 　保険診療、薬剤費、文書料等は助成の対象となりません。４．申請書兼振込依頼書、領収書を下記の窓口へ提出します。５．手続きが終われば、口座に助成金が振り込まれます。(約2ヶ月程度かかります)申請される方は出産後出産後出産後出産後、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに上記の方法で申請を行ってください。※転出される方は、転出前に申請を行ってください。領収書はなくさないように全全全全てててて大切大切大切大切にににに保管保管保管保管してください。申請は原則原則原則原則１１１１度度度度のののの妊娠妊娠妊娠妊娠につきにつきにつきにつき１１１１回回回回となっています。★★★注意事項★★★★ 宍粟市保健福祉宍粟市保健福祉宍粟市保健福祉宍粟市保健福祉センターセンターセンターセンター 電話電話電話電話６２６２６２６２－－－－１０００１０００１０００１０００★★★★ 一宮保健福祉一宮保健福祉一宮保健福祉一宮保健福祉センターセンターセンターセンター（（（（やすらぎやすらぎやすらぎやすらぎ）））） 電話電話電話電話７２７２７２７２－－－－２１００２１００２１００２１００★★★★ メイプルメイプルメイプルメイプル福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター 電話電話電話電話７５７５７５７５－－－－８８００８８００８８００８８００★★★★ 千種保健福祉千種保健福祉千種保健福祉千種保健福祉センターセンターセンターセンター（（（（エーガイヤちくさエーガイヤちくさエーガイヤちくさエーガイヤちくさ）））） 電話電話電話電話７６７６７６７６－－－－８６００８６００８６００８６００
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☆申請に必要なもの・申請書 ・印鑑・領収書 ・通帳
内　　容助 成 対 象 ①宍粟市に住所を有し、母子健康手帳の交付を受けたもの②妊娠中に係る妊婦健康診査を受けたもの助 成 金 額及 び助 成 回 数 93,000円以内（1～5回　30,000円、6～14回　63,000円）かつ、妊婦健診１４回の範囲内で助成します


